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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高い位置精度の駐車目標位置を取得する。
【解決手段】マイクロコンピュータは、ハフ空間への投
票履歴に存在すると判定される駐車枠を構成する直線に
基づいて、駐車路面の傾斜情報として、傾斜開始位置の
座標と路面の傾斜角度とを求め、この駐車路面の傾斜情
報に基づいて、変換誤差を無くした鳥瞰座標上の各エッ
ジ点の座標を計算し、この再計算される鳥瞰座標上の各
エッジ点をハフ空間に投票してこの投票した結果から駐
車枠を構成する直線を抽出し（ステップＳ２００）、こ
の抽出される駐車枠を構成する直線と再計算される鳥瞰
座標上の各エッジ点の座標とに基づいて自車の駐車目標
位置を決める（ステップＳ２１０）。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　路面上の駐車枠の付近を自車が走行する際に前記駐車枠側の景色を繰り返し撮影するた
めのカメラ（１０）が撮影する毎に前記自車の位置情報を取得する取得手段（Ｓ１１０）
と、
　前記撮影毎の前記位置情報に基づいて前記カメラの撮影画像中のエッジ点の座標を前記
自車の上側から視た共通の鳥瞰座標上のエッジ点に前記撮影毎に鳥瞰変換し、この変換さ
れた共通の鳥瞰座標上のエッジ点を前記撮影毎にハフ空間に投票する投票手段（Ｓ１６０
）と、
　前記ハフ空間に投票された投票履歴に前記駐車枠を構成する直線が存在するか否かを判
定する駐車枠判定手段（Ｓ１８０）と、
　前記駐車枠を形成する駐車路面が傾斜しているか否かを判定する傾斜判定手段（Ｓ２０
１）と、
　前記駐車枠を形成する駐車路面が傾斜していると前記傾斜判定手段が判定した場合に、
前記投票履歴に存在すると前記駐車枠判定手段によって判定される前記駐車枠を構成する
直線に基づいて、前記駐車路面の傾斜情報を求める傾斜情報算出手段（Ｓ２０３）と、
　前記傾斜情報算出手段によって求められる駐車路面の傾斜情報に基づいて、前記駐車路
面の傾斜に起因する前記鳥瞰変換の変換誤差を無くした前記鳥瞰座標上の各エッジ点の座
標を再計算する再計算手段（Ｓ２０４）と、
　前記再計算手段によって再計算される前記鳥瞰座標上の各エッジ点をハフ空間に投票し
て、この投票した結果から前記駐車枠を構成する直線を抽出する直線抽出手段（Ｓ２０５
）と、
　前記直線抽出手段によって抽出される前記駐車枠を構成する直線と前記再計算される前
記鳥瞰座標上の各エッジ点の座標とに基づいて前記自車の駐車目標位置を決める決定手段
（Ｓ２１０）と、を備えることを特徴とする車載画像処理装置。
【請求項２】
　前記自車側から前記駐車枠に対して前記自車と反対側に向けて路面の高さが徐々に大き
くなるように前記駐車路面が形成されている場合に、前記駐車路面の傾斜情報は、前記駐
車路面の傾斜が開始される位置（Ｇ）の座標と前記路面の傾斜角度（φ）とを備えている
ことを特徴とする請求項１に記載の車載画像処理装置。
【請求項３】
　路面上の駐車枠の付近を自車が走行する際に前記駐車枠側の景色を繰り返し撮影するた
めのカメラ（１０）が撮影する毎に前記自車の位置情報を取得する取得手段（Ｓ１１０）
と、
　前記撮影毎の前記位置情報に基づいて前記カメラの撮影画像中のエッジ点の座標を前記
自車の上側から視た共通の鳥瞰座標上のエッジ点に前記撮影毎に変換し、この変換された
共通の鳥瞰座標上のエッジ点を前記撮影毎にハフ空間に投票する投票手段（Ｓ１６０）と
、
　前記ハフ空間に投票された投票履歴に前記駐車枠を構成する直線が存在するか否かを前
記撮影毎に判定する駐車枠判定手段（Ｓ１８０）と、
　前記投票履歴に前記駐車枠を構成する直線が存在すると前記駐車枠判定手段が判定する
毎に、前記投票履歴に存在すると前記駐車枠判定手段によって判定される前記駐車枠を構
成する直線と、前記共通の鳥瞰座標上のエッジ点とに基づいて前記自車の駐車目標位置の
瞬時値を算出する算出手段（Ｓ２５０）と、
　前記算出手段によって前記駐車目標位置の瞬時値を算出する毎に、前記算出手段によっ
て今回算出された前記瞬時値に第１の重みに掛けた値と、前記算出手段によって前回算出
された前記瞬時値に第２の重みに掛けた値とを加算した加算値を前記駐車目標位置として
求める加重平均手段（Ｓ２８０）と、
　前記駐車枠を形成する路面の段差を前記駐車枠が跨いでいるか否かを段差判定手段（Ｓ
２２０）と、を備え、
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　前記段差を前記駐車枠が跨いでいると前記段差判定手段が判定した場合には、前記段差
を前記駐車枠が跨いでいないと前記段差判定手段が判定した場合に比べて、前記第１の重
みが大きく、かつ前記第２の重みが小さくなっていることを特徴とする車載画像処理装置
。
【請求項４】
　前記投票手段は、
　前記カメラの撮影画像中のエッジ点の座標を前記自車の上側から前記撮影毎に視た鳥瞰
座標上のエッジ点に変換する鳥瞰座標変換手段（Ｓ１３０）と、
　前記鳥瞰座標変換手段によって変換される前記撮影毎の鳥瞰座標上のエッジ点を前記撮
影毎の位置情報に対応付けるように前記撮影毎の鳥瞰座標上のエッジ点を変換して、前記
共通の鳥瞰座標上のエッジ点を取得する座標変換手段（Ｓ１４０）と、を備えることを特
徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに記載の車載画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載画像処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、駐車支援装置において、右側方カメラ、左側方カメラ、前方カメラ、および後方
カメラによって目標駐車場を含む車両の周囲を撮像するとともに、この撮影した車両の周
囲を鳥瞰変換して鳥瞰画像を表示するものがある（特許文献１参照）。
【０００３】
　このものにおいては、カメラの死角による映像欠落部分の少ない車両周囲の映像を表示
することにより、駐車範囲を区分する駐車枠の白線などが明確に映し出すことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１１８６５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明者等は、上述の鳥瞰変換した画像内の駐車枠によって駐車目標位置を決定するこ
とを検討したところ、次のような問題点が生じることが分かった。
【０００６】
　すなわち、駐車場において駐車枠を形成する路面が傾斜している場合には、鳥瞰画像で
は、平行な２本の白線５２ａ、５２ｂから構成される駐車枠５２として、ハの字状に配置
される白線５２ａ、５２ｂが表示される（図１３（ａ）参照）。
【０００７】
　また、駐車場の路面に段差が形成されて路面上の駐車枠が段差を跨いでいる場合には、
鳥瞰画像では、２本の白線５２ａ、５２ｂがずれて表示される（図１３（ｂ）参照）。
【０００８】
　このように駐車場の路面が傾斜していたり、或いは駐車枠が段差を跨いでいる場合には
、鳥瞰変換の変換誤差が起因して、鳥瞰画像では駐車枠が正確に表示されない。このため
、鳥瞰画像内の駐車枠を用いて駐車目標位置を決定すると、駐車目標位置の位置誤差が大
きくなる。
【０００９】
　本発明は上記点に鑑みて、高い精度の駐車目標位置を取得することができる車載画像処
理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、路面上の駐車枠の付近を自車が
走行する際に前記駐車枠側の景色を繰り返し撮影するためのカメラ（１０）が撮影する毎
に前記自車の位置情報を取得する取得手段（Ｓ１１０）と、
　前記撮影毎の前記位置情報に基づいて前記カメラの撮影画像中のエッジ点の座標を前記
自車の上側から視た共通の鳥瞰座標上のエッジ点に前記撮影毎に鳥瞰変換し、この変換さ
れた共通の鳥瞰座標上のエッジ点を前記撮影毎にハフ空間に投票する投票手段（Ｓ１６０
）と、
　前記ハフ空間に投票された投票履歴に前記駐車枠を構成する直線が存在するか否かを判
定する駐車枠判定手段（Ｓ１８０）と、
　前記駐車枠を形成する駐車路面が傾斜しているか否かを判定する傾斜判定手段（Ｓ２０
１）と、
　前記駐車枠を形成する駐車路面が傾斜していると前記傾斜判定手段が判定した場合に、
前記投票履歴に存在すると前記駐車枠判定手段によって判定される前記駐車枠を構成する
直線に基づいて、前記駐車路面の傾斜情報を求める傾斜情報算出手段（Ｓ２０３）と、
　前記傾斜情報算出手段によって求められる駐車路面の傾斜情報に基づいて、前記駐車路
面の傾斜に起因する前記鳥瞰変換の変換誤差を無くした前記鳥瞰座標上の各エッジ点の座
標を再計算する再計算手段（Ｓ２０４）と、
　前記再計算手段によって再計算される前記鳥瞰座標上の各エッジ点をハフ空間に投票し
て、この投票した結果から前記駐車枠を構成する直線を抽出する直線抽出手段（Ｓ２０５
）と、
　前記直線抽出手段によって抽出される前記駐車枠を構成する直線と前記再計算される前
記鳥瞰座標上の各エッジ点の座標とに基づいて前記自車の駐車目標位置を決める決定手段
（Ｓ２１０）と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　請求項１に記載の発明によれば、駐車路面の傾斜情報に基づいて再計算される各エッジ
点の座標をハフ空間に投票して、この投票した結果から駐車枠を構成する直線を抽出する
。このため、駐車枠を構成する直線を精度良く求めることができる。これに加えて、この
ように求められる駐車枠を構成する直線と再計算される鳥瞰座標上の各エッジ点の座標と
に基づいて駐車目標位置を決めるので、高い位置精度の駐車目標位置を取得することがで
きる。
【００１２】
　また、請求項３に記載の発明では、路面上の駐車枠の付近を自車が走行する際に前記駐
車枠側の景色を繰り返し撮影するためのカメラ（１０）が撮影する毎に前記自車の位置情
報を取得する取得手段（Ｓ１１０）と、
　前記撮影毎の前記位置情報に基づいて前記カメラの撮影画像中のエッジ点の座標を前記
自車の上側から視た共通の鳥瞰座標上のエッジ点に前記撮影毎に変換し、この変換された
共通の鳥瞰座標上のエッジ点を前記撮影毎にハフ空間に投票する投票手段（Ｓ１６０）と
、
　前記ハフ空間に投票された投票履歴に前記駐車枠を構成する直線が存在するか否かを前
記撮影毎に判定する駐車枠判定手段（Ｓ１８０）と、
　前記投票履歴に前記駐車枠を構成する直線が存在すると前記駐車枠判定手段が判定する
毎に、前記投票履歴に存在すると前記駐車枠判定手段によって判定される前記駐車枠を構
成する直線と、前記共通の鳥瞰座標上のエッジ点とに基づいて前記自車の駐車目標位置の
瞬時値を算出する算出手段（Ｓ２５０）と、
　前記算出手段によって前記駐車目標位置の瞬時値を算出する毎に、前記算出手段によっ
て今回算出された前記瞬時値に第１の重みに掛けた値と、前記算出手段によって前回算出
された前記瞬時値に第２の重みに掛けた値とを加算した加算値を前記駐車目標位置として
求める加重平均手段（Ｓ２８０）と、
　前記駐車枠を形成する路面の段差を前記駐車枠が跨いでいるか否かを段差判定手段（Ｓ
２２０）と、を備え、
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　前記段差を前記駐車枠が跨いでいると前記段差判定手段が判定した場合には、前記段差
を前記駐車枠が跨いでいないと前記段差判定手段が判定した場合に比べて、前記第１の重
みが大きく、かつ前記第２の重みが小さくなっていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項３に記載の発明によれば、加算値を駐車目標位置として求める際に、駐車枠が段
差を跨いでいると判定する前に算出される瞬時駐車目標位置の使用比率を、駐車枠が段差
を跨いでいる判定する後に算出される瞬時駐車目標位置に比べて小さくすることができる
。このため、加算値を駐車目標位置として求める際に、変換誤差を含む駐車目標位置の使
用を少なくすることができる。したがって、加算値としての駐車目標位置を精度良く求め
ることができる。
【００１４】
　なお、この欄および特許請求の範囲で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施
形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施形態における駐車支援装置の構成を示す図である。
【図２】図１の駐車支援装置の作動を説明するための図である。
【図３】駐車場の路面の傾斜を示す図である。
【図４】図１のマイクロコンピュータが実行する駐車目標位置決定処理を示すフローチャ
ートである。
【図５】図１のマイクロコンピュータが実行する駐車目標位置決定処理の一部の詳細を示
すフローチャートである。
【図６】図１のマイクロコンピュータが実行する駐車目標位置決定処理の一部の詳細を示
すフローチャートである。
【図７】駐車枠を示す４本の直線を示す図である。
【図８】駐車枠を示す４本の直線を示す図である。
【図９】上記駐車目標位置決定処理を説明するための図である。
【図１０】図９中Ｘ－Ｘ断面図である
【図１１】本発明の第２実施形態における駐車目標位置決定処理の一部を示すフローチャ
ートである。
【図１２】第２実施形態における駐車目標位置決定処理の一部を示すフローチャートであ
る。
【図１３】鳥瞰変換による白線の変換誤差を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互
において、互いに同一もしくは均等である部分には、説明の簡略化を図るべく、図中、同
一符号を付してある。
【００１７】
　（第１実施形態）
　図１に本発明の車載画像処理装置が適用される駐車支援装置１の概略構成を示す。
【００１８】
　駐車支援装置１は、図１に示すように、ＣＣＤカメラ１０、メモリ２０、およびマイク
ロコンピュータ３０から構成されている。
【００１９】
　ＣＣＤカメラ１０は、自車の後方に配置されて、自車の後方の景色を撮影するリアカメ
ラである。自車とは、駐車支援装置１が搭載されている自動車のことである。メモリ２０
は、マイクロコンピュータ３０のコンピュータプログラムを記憶するとともに、マイクロ
コンピュータ３０がコンピュータプログラムを実行する際に生じるデータを保存するバッ
ファとして機能する。
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【００２０】
　マイクロコンピュータ３０は、操舵角センサ４０、車速センサ４１、および駐車開始ス
イッチ４２のそれぞれの出力信号を用いて、ＣＣＤカメラ１０の撮影画像からハフ変換を
用いて駐車枠を示す４本の直線を抽出するとともに、この抽出される４本の直線に基づい
て自車の駐車目標位置を決定する駐車目標位置決定処理を実行する。
【００２１】
　操舵角センサ４０は、自車の前輪の操舵角を検出するセンサである。車速センサ４１は
、自車の速度を検出するセンサである。駐車開始スイッチ４２は、駐車目標位置決定処理
の実行開始を指示する際に乗員によって操作されるスイッチである。Ｇセンサ４３は、天
地方向（すなわち、重力方向）の加速度を検出する。
【００２２】
　次に、本実施形態の作動の具体例として、図２において自車５０が駐車場６０の路面６
１上の駐車枠５２の付近をＦ１点→Ｆ２点→Ｆ３→Ｆ４点の順で走行する際にＣＣＤカメ
ラ１０の撮影画像内の駐車枠５２を用いて駐車枠５２内の駐車目標位置を決める例につい
て説明する。
【００２３】
　本実施形態の駐車場６０の路面６１は、自車５０側の部位Ｇから駐車枠５２の奥側に向
けて徐々に高くなる傾斜が形成されている駐車路面である。駐車枠５２の奥側とは、駐車
枠５２に対して自車５０の反対側のことである。本実施形態では、路面６１と水平方向と
の成す角度は、角度φ（図３参照）に設定されている。角度φは、路面６１の傾斜角度を
表すものである。駐車枠５２は、路面６１上において平行に配置される２本の白線５２ａ
、５２ｂからなるものであって、車両の駐車領域を示すものである。駐車枠５２は、駐車
場６０内の駐車車両５３、５４の間に位置する。
【００２４】
　まず、本実施形態の駐車目標位置決定処理の詳細の説明に先立って、本実施形態の駐車
目標位置決定処理で用いるハフ空間について説明する。
【００２５】
　まず、ハフ空間とは、直線を表すための３次元座標のことである。具体的には、Ｘ軸を
ρとし、Ｙ軸をθとし、Ｚ軸をエッジ点の投票数とする空間である。
【００２６】
　ここで、エッジ点とは、ＣＣＤカメラ１０の撮影画像から抽出されるエッジ点のことで
ある。ρおよびθは、二次元のＸＹ座標上の点（ｘｉ、ｙｉ）を通る直線Ｆ１を極座標表
現にてρ＝ｘｉ・ｃｏｓθ＋ｙｉ・ｓｉｎθと表すために用いられるパラメータである。
【００２７】
　ρは、直線Ｆ１へ原点から下ろした垂線の長さを示す第１パラメータである。θは、Ｘ
軸と垂線とがなす角度を示す第２パラメータである。本実施形態のハフ空間は、駐車枠５
２を含む撮影領域が対象となっている。撮影領域とはＣＣＤカメラ１０によって撮影され
る領域のことである。
【００２８】
　次に、本実施形態の駐車目標位置決定処理の詳細について説明する。
【００２９】
　マイクロコンピュータ３０は、図４、図５、図６のフローチャートにしたがって、駐車
目標位置決定処理を実行する。駐車目標位置決定処理の実行は、駐車開始スイッチ４２を
オンしたときに開始される。図５は、図４中のステップＳ２００の詳細を示すフローチャ
ートであり、図６は図４中のステップＳ２１０の詳細を示すフローチャートである。
【００３０】
　まず、図４のステップＳ１００において、ＣＣＤカメラ１０を制御して後方の景色を撮
影させる。このとき、ＣＣＤカメラ１０が、自車５０の真後ろの景色、右後方の景色、お
よび左後方の景色を含む後方画像を撮影することになる。
【００３１】
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　次に、ステップＳ１１０において、操舵角センサ４０の出力信号および車速センサ４１
の出力信号に基づいて、自車５０の位置情報（すなわち、ＣＣＤカメラ１０の撮影位置）
を算出する。
【００３２】
　次に、ステップＳ１２０において、ＣＣＤカメラ１０の撮影画像からエッジ点を抽出す
る。本実施形態のエッジ点とは、ＣＣＤカメラ１０の撮影画像のうち輝度の変化を示す点
である。このように撮影画像から抽出された複数のエッジ点に対してトップビュー変換を
施す（ステップＳ１３０）。つまり、複数のエッジ点を自車５０の上側から視た鳥瞰座標
上の複数のエッジ点に座標変換する。すなわち、撮影画像毎に複数のエッジ点を鳥瞰座標
上の複数のエッジ点に座標変換することになる。
【００３３】
　ここで、後述するように、駐車枠５２の検出には複数の撮影画像が用いられる。複数の
撮影画像は、撮影画像毎にその撮影位置が異なる。これに加えて、撮影毎の鳥瞰座標はそ
れぞれ独立して設定されている。このため、撮影画像毎の鳥瞰座標の位置関係が定まって
いない。
【００３４】
　そこで、次のステップＳ１４０において、自車５１の位置情報を用いて上記鳥瞰座標を
ＣＣＤカメラ１０の撮影位置に対応付けるように鳥瞰座標を撮影毎に座標変換する。つま
り、上記鳥瞰座標上の複数のエッジ点を撮影画像毎に共通の鳥瞰座標上に写像することに
なる。このことにより、撮影画像毎の鳥瞰座標の位置関係を撮影画像毎の位置情報を用い
て設定することができる。
【００３５】
　次に、このようにステップＳ１４０において座標変換された鳥瞰座標上の複数のエッジ
点の座標をメモリ２０に保存する（ステップＳ１５０）。
【００３６】
　次に、ステップＳ１６０において、上記ステップＳ１４０で座標変換された鳥瞰座標上
の複数のエッジ点を共通のハフ空間に写像することになる。つまり、上記ステップＳ１４
０で座標変換された鳥瞰座標上の複数のエッジ点を共通のハフ空間に投票する。つまり、
このように共通のハフ空間に投票された投票履歴をメモリ２０に記憶させる。
【００３７】
　その後、ステップＳ１７０～ステップＳ１９０において、上記共通のハフ空間に写像さ
れた投票履歴（以下、単に、共通ハフ空間の投票履歴という）から駐車枠の直線を抽出す
る直線抽出処理を実行する。
【００３８】
　具体的には、ステップＳ１７０において、共通ハフ空間の投票履歴から複数の直線を抽
出する。なお、共通ハフ空間の投票履歴から直線を抽出する処理は周知であるため、その
説明を省略する。
【００３９】
　ここで、駐車枠５２は、駐車場の路上に平行に配置されている２本の白線５２ａ、５２
ｂ（図２参照）から構成されている。白線５２ａ、５２ｂ間の間隔Ｗ１は、Ｆ１寸法から
Ｆ２寸法までの所定寸法範囲内に入るように設定されている。そして、白線５２ａ（或い
は、５２ｂ）のうち幅方向（すなわち、白線が延びる方向に対する直交する方向）の寸法
Ｗ２は、Ｃ寸法からＤ寸法までの所定寸法範囲内に入るように設定されている。以下、本
実施形態では、便宜上、白線５２ａ、５２ｂ間の間隔Ｗ１を定める所定寸法範囲を第１の
寸法範囲とし、白線５２ａ（或いは、５２ｂ）のうち幅方向寸法Ｗ２を定める所定寸法範
囲を第２の寸法範囲とする。
【００４０】
　そして、共通ハフ空間の投票履歴では、白線５２ａ（或いは、５２ｂ）は、ほぼ平行に
配置されている二本の直線によって表される。二本の直線は、アップエッジによる直線と
ダウンエッジによる直線とから構成されるものである。アップエッジによる直線とは、輝
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度の増大を示すエッジ点からなる直線のことである。　ダウンエッジによる直線とは、輝
度の低下を示すエッジ点からなる直線のことである。つまり、アップエッジによる直線と
ダウンエッジによる直線との間の寸法Ｗ２が第２の寸法範囲に入いる場合には、アップエ
ッジによる直線とダウンエッジによる直線とが白線を示していることになる。なお、以下
、このように間隔が第２の寸法範囲内に入っているアップエッジによる直線とダウンエッ
ジによる直線とからなる直線の対を単に平行直線という。
【００４１】
　そこで、ステップＳ１８０において、上記ステップＳ１７０で抽出される複数の直線に
、駐車枠５２を構成する４本の直線が含まれているか否かを判定する。このことにより、
上記ステップＳ１７０で抽出される複数の直線に、駐車枠５２を構成する２対の平行線が
含まれているか否かを判定することになる。
【００４２】
　ここで、駐車枠５２を構成する２対の平行線は、４本の直線のうち内側の２本の直線の
間の寸法（すなわち、図７中の直線６１、６２の間の寸法）が第１の寸法範囲内に入って
いるものである。図７は、駐車枠５２を示す直線６０、６１、６２、６３を示している。
【００４３】
　このように２対の平行直線の間の寸法が第１の寸法範囲内に入っている２対の平行直線
が上記ステップＳ１７０で抽出される複数の直線に含まれていない場合には、駐車枠を示
す４本の直線が共通ハフ空間の投票履歴に存在しないとして、上記ステップＳ１８０でＮ
Ｏと判定する。これに伴って、ステップＳ１００に戻る。
【００４４】
　その後、上記ステップＳ１８０でＮＯと判定される限り、ステップＳ１００、Ｓ１１０
、Ｓ１２０、Ｓ１３０、Ｓ１４０、Ｓ１５０、Ｓ１６０、Ｓ１７０、およびステップＳ１
８０のＮＯ判定を繰り返す。このため、ハフ空間への写像（ステップＳ１６０）、直線抽
出（ステップＳ１７０）、駐車枠の直線の有無判定（ステップＳ１８０）を繰り返すこと
になる。
【００４５】
　その後、上記ステップＳ１７０で抽出される複数の直線に、駐車枠５２を構成する４本
の直線が含まれている場合には、ステップＳ１８０においてＹＥＳと判定する。これに伴
い、上記ステップＳ１７０で抽出される複数の直線から、駐車枠５２を構成する４本の直
線を抽出する（ステップＳ１９０）。
【００４６】
　駐車場６０の路面６１に、自車５０側の部位Ｇ（つまり、傾斜開始部位）から駐車枠５
２の奥側に向けて徐々に高くなる傾斜が形成されている場合において、白線５２ａ、５２
ｂが伸びる方向に鳥瞰座標の視点が位置する場合には、鳥瞰図では、駐車枠５２を構成す
る白線５２ａ、５２ｂは、平行にならず、ハの字状に表示される。
【００４７】
　この場合、白線５２ａを示す直線６０と白線５２ｂ示す直線６２が所定角度θ以上の角
度で交差し、かつ白線５２ａを示す直線６１と白線５２ｂ示す直線６３が所定角度θ以上
で交差することになる（図８参照）。
【００４８】
　なお、実際には、鳥瞰変換によって白線５２ａを示す直線６０、６１も平行にならず、
ハの字状に表示される。白線５２ｂを示す直線６２、６３も平行にならず、ハの字状に表
示されるが、図８では、このようなハの字状の表示を省略して、直線６０、６１を平行に
表示し、かつ直線６２、６３を平行に表示している。
【００４９】
　このように、駐車場６０の路面６１の傾斜が起因する鳥瞰変換による変換誤差によって
、駐車枠５２を示す直線６０、６１、６２、６３が正確に表示されなくなる。このため、
このような変換誤差を含んだ直線６０、６１、６２、６３を用いると、自車の駐車目標位
置を精度良く決定することができない。
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【００５０】
　そこで、駐車場６０の路面６１が傾斜している場合には、図５のステップＳ２０１～Ｓ
２０７において、鳥瞰座標上において駐車枠５２を示す４本の直線を補正する。
【００５１】
　まず、ステップＳ２０１において、駐車枠５２を構成する４本の直線を用いて
駐車場６０の路面６１に傾斜が形成されているか否かを判定する。本実施形態では、駐車
枠５２を構成する４本の直線のうち内側の２本の直線（図８中の直線６２、６１）がなす
角度θが所定値以上であるか否かを判定する。すなわち、白線５２ａ、５２ｂがなす角度
θが所定値以上であるか否かを判定することになる。
【００５２】
　このとき、駐車枠５２を構成する４本の直線のうち内側の２本の直線がなす角度θが所
定値未満であるときには、駐車場６０の路面６１が傾斜していないとして、ステップＳ２
０１においてＮＯと判定する。
【００５３】
　また、駐車枠５２を構成する４本の直線のうち内側の２本の直線がなす角度θが所定値
以上であるときには、駐車場６０の路面６１が傾斜しているとして、ステップＳ２０１に
おいてＹＥＳと判定する。
【００５４】
　例えば、駐車場６０の路面６１が傾斜しているとして、ステップＳ２０１においてＹＥ
Ｓと判定した場合には、次のステップＳ２０２では、自車５０の走行軌跡から路面６１が
傾斜する方向を推定する。具体的には、駐車開始スイッチ４２がオンされてからステップ
Ｓ１８０でＹＥＳと判定されるまでに繰り返しステップＳ１１０で取得される位置情報に
基づいて、自車５０の走行軌跡を推定する。本実施形態では、この推定される走行軌跡と
しては、図２中のＦ１点からＦ２点までの軌跡を想定する。そして、このように推定され
る走行軌跡（Ｆ１点～Ｆ２点）に対して直交する方向に路面６１が傾斜していると推定す
る。つまり、Ｆ１点とＦ２点とを結ぶ線分に対して直交する方向に、路面６１が傾斜して
いると推定することになる。
【００５５】
　次のステップＳ２０３では、駐車枠５２を構成する４本の直線に基づいて路面６１の傾
斜情報を算出する。以下、図９、図１０を用いて路面６１の傾斜情報の算出について説明
する。
【００５６】
　図９の鳥瞰座標上において、符号５２ａ’、５２ｂ’は、傾斜が形成されている路面６
１上の駐車枠の２本の白線を示す。符号５２ａ’、５２ｂ’は、路面６１の傾斜が起因す
る変換誤差によってハの字状に配置されている２本の白線を示す。図９中の符号５２ａ、
５２ｂは、鳥瞰座標上にて本来表示されるべき白線５２ａ、５２ｂの座標を示している。
図１０は図９中Ｘ－Ｘ断面図である。図１０において、路面６１が傾斜角φで傾斜してい
る。
【００５７】
　まず、カメラ１０の位置を原点Ｏとし、鳥瞰座標上で白線５２ａ’を構成する任意のエ
ッジ点ａ’、ｂ’の座標を求める。カメラ１０の位置を原点Ｏとし、鳥瞰座標上で白線５
２ａ’を構成する任意のエッジ点ｃ’、ｄ’の座標をそれぞれ求める。エッジ点ａ’、ｂ
’は直線６２上に位置するエッジ点である。エッジ点ｃ’、ｄ’は直線６１上に位置する
エッジ点である。
【００５８】
　図９、図１０中のエッジ点ａ、ｂ、ｃ、ｄは、本来表示されるべき白線５２ａ、５２ｂ
を構成するエッジ点である。エッジ点ａはエッジ点ａ’に対応し、エッジ点ｂはエッジ点
ｂ’に対応し、エッジ点ｃはエッジ点ｃ’に対応し、エッジ点ｄはエッジ点ｄ’に対応す
る。
【００５９】
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　次に、図１０において、エッジ点ａ’を含んで路面６１に平行な平行面６３に対して原
点ｏを通る垂線６４を形成した場合に、垂線６４が平行面６３に交わる点ｖ’の座標を求
める。さらに、垂線６４が路面６１に交わる点ｖの座標を求める。
【００６０】
　次に、点ｖと原点ｏとの間の距離をｖｏとし、エッジ点ａと原点ｏとの間の距離をａｏ
とし、点ｖ’と原点ｏとの間の距離をｖｏとし、エッジ点ａ’と原点ｏとの間の距離をａ
’ｏとする。距離ｖｏ、ｖ’ｏ、ａ’ｏを、点ｖの座標、点ｖ’の座標、およびエッジ点
ａ’の座標から求めることができる。
【００６１】
　ここで、距離ｖｏ、ａｏ、ｖ’ｏ、ａ’ｏの間には、ｖｏ：ａｏ＝ｖ’ｏ：ａ’ｏの比
例関係が成立し、この比例関係からエッジ点ａの座標を求めることができる。これに加え
て、エッジ点ａの場合と同様に、エッジ点ｂ，ｃ，ｄの座標を求める。
【００６２】
　そして、エッジ点ａ、ｂ、ｃ、ｄの座標は、傾斜角度φ、および部位Ｇ（すなわち、路
面６１の傾斜が始まる部位）の座標をそれぞれ変数とする以下の関数Ｆａ（φ、Ｇ）、Ｆ
ｂ（φ、Ｇ）、Ｆｃ（φ、Ｇ）、Ｆｄ（φ、Ｇ）で表されるものとする。
【００６３】
　ａ＝Ｆａ（φ、Ｇ）・・・・・数式１
　ｂ＝Ｆｂ（φ、Ｇ）・・・・・数式２
　ｃ＝Ｆｃ（φ、Ｇ）・・・・・数式３
　ｄ＝Ｆｄ（φ、Ｇ）・・・・・数式４
　まず、車両進行方向（図２中点Ｆ１とＦ２とを結ぶ方向）をＹ方向とし、以降すべて、
ｚ＝０として、ｘｙ平面で考える。
【００６４】
　エッジ点ａからエッジ点ｃに向かうベクトルをＡＣとし、エッジ点ｂからエッジ点ｄに
向かうベクトルをＢＤとし、Ｙ方向の単位ベクトル（０、１）をＹｅとすると、ＡＣがＹ
ｅと直交することから、数式５、数式６が成立する。
【００６５】
　ＡＣ・Ｙｅ＝０・・・・・数式５
　ＡＣ＝ｃ－ａ＝Ｆｃ（φ、Ｇ）－Ｆａ（φ、Ｇ）・・・・・数式６
　同様に、ＢＤがＹｅと直交することから、数式７、数式８が成立する。
【００６６】
　ＢＤ・Ｙｅ＝０・・・・・数式７
　ＢＤ＝ｄ－ｂ＝Ｆｄ（φ、Ｇ）－Ｆｂ（φ、Ｇ）・・・・・数式８
　以上により、数式５、数式７は、角度φ、Ｇの座標で表されるので、数式５、数式７を
連立方程式として傾斜角φ、およびＧの座標を路面６１の傾斜情報として求めることがで
きる。なお、上記数式５および数式７の「・」は内積を表している。
【００６７】
　次に、ステップＳ２０４において、傾斜角φおよびＧの座標と上記ステップＳ１３０で
求められる鳥瞰座標上の複数のエッジ点の座標とに基づいて、本来、ステップＳ１３０の
トップビュー変換（鳥瞰変換）で取得されるべき鳥瞰座標上の各エッジ点の座標を再計算
する。これにより、路面６１の傾斜を起因とする鳥瞰変換の変換誤差（表示誤差）を無く
した鳥瞰座標上の各エッジ点の座標を取得することができる。
【００６８】
　その後、ステップＳ２０４で求められた変換誤差を含まない鳥瞰座標上の各エッジ点を
ハフ空間に投票する（ステップＳ２０５）。このハフ空間に投票された投票履歴から複数
の直線を抽出する（ステップＳ２０６）。この抽出される複数の直線から駐車枠を示す直
線６０、６１、６２、６３（図７参照）を抽出する（ステップＳ２０７）。これに伴い、
図４のステップＳ２１０において、ステップＳ２０６で抽出される駐車枠５２を示す直線
６０、６１、６２、６３を用いて自車５０の駐車目標位置を決める。
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【００６９】
　一方、上記ステップＳ２０１において、駐車場６０の路面６１が傾斜していないとして
ＮＯと判定した場合、図４のステップＳ２１０において、上記ステップＳ１９０で抽出さ
れる駐車枠５２を示す直線６０、６１、６２、６３を用いて自車５０の駐車目標位置を決
める。
【００７０】
　このように路面６１の傾斜の有無に応じて、ステップＳ１９０、Ｓ２０６のうち一方の
ステップで抽出される直線６０、６１、６２、６３を用いて自車５０の駐車目標位置を決
める。
【００７１】
　例えば、上記ステップＳ２０１でＹＥＳと判定したときには、上記ステップＳ２０４に
おいて再計算される鳥瞰座標上の各エッジ点のうち、駐車枠５２を示す直線６０、６１、
６２、６３の上に位置する複数のエッジ点を直線毎に抽出してこの抽出した複数のエッジ
点を直線毎にメモリ２０に保存する。
【００７２】
　また、上記ステップＳ２０１でＮＯと判定したときには、図４のステップＳ１５０にお
いて取得される鳥瞰座標上の各エッジ点のうち、駐車枠５２を示す直線６０、６１、６２
、６３の上に位置する複数のエッジ点を直線毎に抽出してこの抽出した複数のエッジ点を
直線毎にメモリ２０に保存する。
【００７３】
　次のステップ２１２において、このようにメモリ２０に保存される直線毎の複数のエッ
ジ点を自車５０の位置を含む鳥瞰座標上にソートする。これに伴い、鳥瞰座標上の複数の
エッジ点を直線毎に自車５０に近い側から走査し、鳥瞰座標上の複数のエッジ点において
、駐車枠５２のうち自車５０側の端点（すなわち、手前側端点）となるエッジ点が有るか
否かを直線毎に判定する（ステップＳ２１２、Ｓ２１３、Ｓ２１４）。
【００７４】
　具体的には、鳥瞰座標上の複数のエッジ点において、自車５０側（すなわち、手前側）
の第１所定距離内に位置するエッジ点の個数が第１の閾値未満で、かつ自車と反対側（す
なわち、奥側）の第２所定距離内に位置するエッジ点の個数が第２の閾値以上であるエッ
ジ点が有るか否かを直線毎に判定する。
【００７５】
　本実施形態では、第１所定距離としては１メートルとし、第２所定距離を１メートルと
し、第１の閾値を１個とし、第２の閾値を５個とする。
【００７６】
　このため、４本の直線のうち一本の直線上に位置する複数のエッジ点を走査して、直線
上の複数のエッジ点のうち、自車５０側の１メートル内に位置するエッジ点が零個で、か
つ自車５０と反対側の１メートル内に位置するエッジ点の個数が５個以上であるエッジ点
が存在するときには、この存在するエッジ点が駐車枠５２のうち自車５０側の端点である
とする。
【００７７】
　これに加えて、４本の直線のうち一本の直線以外の３本の直線についても、同様に、直
線上の複数のエッジ点に対して走査判定処理（ステップＳ２１２、Ｓ２１３、Ｓ２１４）
を実施して、直線上の複数のエッジ点のうち、駐車枠５２のうち自車５０側の端点となる
エッジ点が存在するか否かを判定する。
【００７８】
　その結果、４本の直線について、直線上の複数のエッジ点のうち、自車５０側の１メー
トル内に位置するエッジ点が零個で、かつ自車５０と反対側の１メートル内に位置するエ
ッジ点の個数が５個以上であるエッジ点が存在すると判定したときには、この存在すると
判定される直線毎のエッジ点を駐車枠５２のうち自車５０側の端点６０ａ、６１ａ、６２
ａ、６３ａとして決める（ステップＳ２１５）。
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【００７９】
　次に、ステップＳ２１６において、駐車枠５２のうち自車５０側の端点６０ａ、６１ａ
、６２ａ、６３ａと駐車枠５２を示す４本の直線とに基づいて、目標駐車位置を決定する
。
【００８０】
　具体的には、駐車枠５２を示す４本の直線のうち、自車５０側の端点に対して自車５０
と反対側で、かつ自車５０側の端点との間の距離が所定距離Ｌとなる位置を直線毎に決め
る。この直線毎に決められる４つの位置から定める位置を目標駐車位置として決定する。
目標駐車位置は、操舵角等を制御して自車５０の駐車を支援する際に、自車５０を駐車さ
せるための目標位置として用いられる。
【００８１】
　以上説明した本実施形態によれば、マイクロコンピュータ３０は、駐車枠の付近を自車
５０が走行する際に駐車枠側の景色を繰り返し撮影するためのＣＣＤカメラ１０が撮影す
る毎に自車５０の位置情報を取得する。撮影毎の位置情報に基づいてＣＣＤカメラ１０の
撮影画像中のエッジ点の座標を共通の鳥瞰座標上のエッジ点に撮影毎に変換して、この変
換された共通の鳥瞰座標上のエッジ点を撮影毎にハフ空間に投票する。ハフ空間に投票さ
れた投票履歴に駐車枠を構成する直線が存在するか否かを判定し、投票履歴に存在すると
判定される駐車枠を構成する直線に基づいて、駐車枠を形成する駐車路面が傾斜している
か否かを判定する。投票履歴に存在すると判定される駐車枠を構成する直線に基づいて、
駐車路面の傾斜情報を求め、この駐車路面の傾斜情報に基づいて、駐車場６０の路面６１
の傾斜に起因する鳥瞰変換の変換誤差を無くした鳥瞰座標上の各エッジ点の座標を計算す
る。この再計算される鳥瞰座標上の各エッジ点をハフ空間に投票してこの投票した結果か
ら駐車枠を構成する直線を抽出する。この抽出される駐車枠を構成する直線と再計算され
る鳥瞰座標上の各エッジ点の座標とに基づいて自車５０の駐車目標位置を算出することを
特徴としている。
【００８２】
　このように求められる駐車枠を構成する直線と再計算される鳥瞰座標上の各エッジ点の
座標とに基づいて駐車目標位置を決めるので、高い位置精度の駐車目標位置を取得するこ
とができる。
【００８３】
　（第２実施形態）
　上記第１実施形態では、路面６１の傾斜が生じている場合に、高い精度の目標駐車位置
を求める例について説明したが、これに代えて、本第２実施形態では、路面６１上の駐車
枠５２が段差を跨いでいる場合でも、高い精度の目標駐車位置を求める例について説明す
る。
【００８４】
　本実施形態のマイクロコンピュータ３０は、図４～図６に代わる図１１、図１２のフロ
ーチャートに従って駐車目標位置決定処理を実行する。図１１中のステップＳ１００、Ｓ
１１０、・・・・Ｓ２００は、図４中のステップＳ１００、Ｓ１１０、・・・・Ｓ２００
と同一である。このため、ステップＳ１００、Ｓ１１０、・・・・Ｓ２００の説明を簡素
化する。
【００８５】
　次に、本実施形態の駐車目標位置決定処理の詳細について説明する。
【００８６】
　マイクロコンピュータ３０は、図１１、図１２のフローチャートにしたがって、駐車目
標位置決定処理を実行する。駐車目標位置決定処理の実行は、駐車開始スイッチ４２をオ
ンしたときに開始される。駐車目標位置決定処理は、繰り返し実行される。
【００８７】
　まず、図１１のステップＳ１００～Ｓ１８０の処理を上記第１実施形態と同様に実行す
る。例えば、図２中Ｆ１点からＦ２点側に自車５０が近づくと、ステップＳ１８０におい
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て、駐車枠５２を示す４本の直線が共通ハフ空間の投票履歴に存在するとして、ＹＥＳと
判定する。
【００８８】
　これに伴い、次のステップＳ１９０において、上記ステップＳ１７０で抽出される複数
の直線から、駐車枠５２を構成する４本の直線を抽出する。その後、この４本の直線を補
正する枠線補正処理（ステップＳ２００）を実施する。このため、ハフ空間に投票された
投票履歴から駐車枠５２を示す直線６０、６１、６２、６３（図７参照）を抽出すること
ができる。
【００８９】
　次に、図１２のステップＳ２２０において、Ｇセンサ４３の出力信号に基づいて、路面
６１上の駐車枠５２が段差を跨いでいるか否かを判定する。このとき、Ｇセンサ４３によ
って所定値以上の天地方向の加速度を検出した場合には、駐車枠５２が段差を跨いでいる
として、ＹＥＳと判定する。つまり、駐車枠５２に段差が生じていると判定することにな
る。この場合、駐車目標位置の決定に用いる重みαを「ゼロ」とする。一方、Ｇセンサ４
３によって所定値以上の天地方向の加速度が検出しなかった場合には、駐車枠５２が段差
を跨いでいないとして、ＮＯと判定する。つまり、駐車枠５２に段差が生じていないと判
定する。これに伴い、駐車目標位置の決定に用いる重みαを「０．８」とする。
【００９０】
　次に、ステップＳ２５０において、駐車目標位置の瞬時値（以下、瞬時駐車目標位置と
いう）を求める。瞬時駐車目標位置の算出は、図４中のステップＳ２１０と同様であるの
で、その説明を省略する。
【００９１】
　その後、上記ステップＳ２５０において、瞬時駐車目標位置を算出する毎に、瞬時駐車
目標位置の加重平均値を算出することになる（ステップＳ２６０～Ｓ２９０）。
【００９２】
　具体的には、ステップＳ２６０において、今回に算出される瞬時駐車目標位置の座標（
Ｘ（ｍ）、Ｙ（ｍ）、Ｚ（ｍ））に対して（１－α）を掛けた座標（Ｘ（ｍ）×（１－α
）、Ｙ（ｍ）×（１－α）、Ｚ（ｍ）×（１－α））を求める。ｍは、ステップＳ２５０
の実行回数を示す値である。
【００９３】
　次に、ステップＳ２７０において、前回に算出される瞬時駐車目標位置の座標（Ｘ（ｍ
－１）、Ｙ（ｍ－１、Ｚ（ｍ－１）に対してαを掛けた座標（Ｘ（ｍ－１×α、Ｙ（ｍ－
１×α、Ｚ（ｍ－１）×α）を求める。
【００９４】
　次に、ステップＳ２８０において、上記ステップＳ２６０において算出される座標（Ｘ
（ｍ）×（１－α）、Ｙ（ｍ）×（１－α）、Ｚ（ｍ）×（１－α））と、上記ステップ
Ｓ２７０において算出される座標（Ｘ（ｍ－１）×α、Ｙ（ｍ－１）×α、Ｚ（ｍ－１）
×α）とを加算する。これにより、瞬時駐車目標位置の加重平均値を求めることができる
。加重平均値のｘ成分は、｛Ｘ（ｍ）×（１－α）＋Ｘ（ｍ－１）×α｝であり、ｙ成分
は、｛Ｙ（ｍ）×（１－α）＋Ｙ（ｍ－１）×α｝、ｚ成分は、｛Ｚ（ｍ）×（１－α）
＋Ｚ（ｍ－１）×α｝である。このよう瞬時駐車目標位置の加重平均値は、ステップＳ２
９０で出力される。その後、図１１のステップＳ１００に戻る。このため、ステップＳ１
８０において、上記ステップＳ１７０で抽出される複数の直線に駐車枠５２を構成する４
本の直線が含まれているとしてＹＥＳと判定される毎に、ステップＳ１９０、Ｓ２００の
処理後、図１２のステップＳ２２０～Ｓ２９０の処理を実行する。このため、瞬時駐車目
標位置を算出する毎に、瞬時駐車目標位置の加重平均値が出力される。
【００９５】
　以上説明した説明した本実施形態によれば、駐車枠５２を示す４本の直線が共通ハフ空
間の投票履歴に存在するとして、ステップＳ１８０でＹＥＳと判定した後に、Ｇセンサ４
３によって所定値以上の天地方向の加速度を検出した場合には、駐車枠５２が段差を跨い



(14) JP 2014-146182 A 2014.8.14

10

20

30

40

50

でいるとしてステップ２２０でＹＥＳと判定する。
【００９６】
　そして、ステップＳ１８０でＹＥＳと判定される毎に、図１２のステップＳ２２０～Ｓ
２９０において瞬時駐車目標位置が算出される。このため、瞬時駐車目標位置の算出毎に
、今回の瞬時駐車目標位置の座標に対して（１－α）を掛けた座標と、前回の瞬時駐車目
標位置の座標に対してαを掛けた座標とを加算して瞬時駐車目標位置の加重平均値を算出
する。
【００９７】
　駐車枠５２が段差を跨いでいると判定したときには、重みαを「ゼロ」とする一方、駐
車枠５２に段差が生じていないと判定した場合には重みαを「０．８」とする。このため
、駐車枠５２が段差を跨いでいると判定したときには、駐車枠５２が段差を跨いでいない
と判定する場合に比べて、前回の瞬時駐車目標位置の座標に掛ける重みα（第２の重み）
を小さくし、かつ今回の瞬時駐車目標位置の座標に掛ける重み（１－α）（第１の重み）
を大きくすることができる。
【００９８】
　したがって、駐車目標位置の加重平均値を求める際に、駐車枠５２が段差を跨いでいる
と判定する前に算出される瞬時駐車目標位置の使用比率を、駐車枠５２が段差を跨いでい
ると判定する後に算出される瞬時駐車目標位置の使用比率に比べて小さくすることができ
る。これにより、駐車枠５２に生じている段差を起因とする鳥瞰変換の変換誤差を含む駐
車目標位置の使用比率を減らすことができる。このため、加重平均値としての駐車目標位
置を精度良く求めることができる。
【００９９】
　（他の実施形態）
　上記第１実施形態では、駐車場６０の路面６１に傾斜が形成されているか否かを判定す
る際に、駐車枠５２を構成する４本の直線を用いた例について説明したが、これに代えて
、ＣＣＤカメラ１０のモーションステレオにより立体写真を取得し、この取得される立体
写真から路面６１の斜面を検出してもよい。
【０１００】
　上記第２実施形態では、Ｇセンサの出力信号に基づいて、路面６１の段差を駐車枠５２
が跨いでいるか否かを判定した例について説明したが、これに代えて、次の（１）、（２
）、（３）のようにしてもよい。
（１）ＣＣＤカメラ１０のモーションステレオにより立体写真を取得し、この取得される
立体写真から路面６１の段差、および駐車枠５２を検出する。或いは、三次元カメラを用
いて立体写真を取得し、この取得される立体写真から路面６１の段差および駐車枠５２を
検出する。このように検出される段差および駐車枠５２によって路面６１の段差を駐車枠
５２が跨いでいるか否かを判定してもよい。
（２）ＣＣＤカメラ１０により撮影される画像を鳥瞰変換した鳥瞰画像から路面の段差を
跨ぐ白線のずれ（図１３（ｂ）参照）を検出したとき、路面６１の段差を駐車枠５２が跨
いでいると判定する。
（３）超音波や電磁波を用いて障害物を検出するソナーによって障害物を探知する処理と
、上記第１実施形態においてＣＣＤカメラ１０の撮影画像を用いて駐車目標位置を算出す
る処理とを並列的に実施する場合、ソナーにより探知される障害物と自車５０との間の距
離が一定であるにも関わらず、上記第１実施形態におけるＣＣＤカメラ１０の撮影画像を
用いて算出される駐車目標位置が大きくずれる場合には、路面６１の段差を駐車枠５２が
跨いでいると判定する。
【０１０１】
　上記第１、第２実施形態では、操舵角センサ４０の出力信号および車速センサ４１の出
力信号に基づいて、自車５０の位置情報を算出した例について説明したが、これに限らず
、ＧＰＳによって自車５０の位置情報を算出してもよい。
【０１０２】
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　上記第２実施形態では、重みαを「ゼロ」「０．８」とした例について説明したが、こ
れに代えて、重みαを「ゼロ」、「０．８」以外の値にしてもよい。
【０１０３】
　上記第１、第２実施形態では、ステップＳ１３０において、複数のエッジ点を自車５０
の上側から視た鳥瞰座標上の複数のエッジ点に座標変換した後に次のステップＳ１４０に
おいて、自車５１の位置情報を用いて上記鳥瞰座標をＣＣＤカメラ１０の撮影位置に対応
付けるように鳥瞰座標を撮影毎に座標変換した例について説明したが、これに代えて、次
のようにしてもよい。
【０１０４】
　すなわち、ＣＣＤカメラ１０の撮影画像中のエッジ点を自車５１の位置情報を用いてＣ
ＣＤカメラ１０の撮影位置に対応付けるように撮影毎に座標変換し、この座標変換された
エッジ点を自車５０の上側から視た鳥瞰座標上の複数のエッジ点に座標変換してもよい。
【０１０５】
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載し
た範囲内において適宜変更が可能である。また、上記各実施形態は、互いに無関係なもの
ではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能である。また
、上記各実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合
および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものでは
ないことは言うまでもない。また、上記各実施形態において、実施形態の構成要素の個数
、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および
原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるもので
はない。また、上記各実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するとき
は、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き
、その形状、位置関係等に限定されるものではない。
【符号の説明】
【０１０６】
　１　　　駐車支援装置
　１０　　ＣＣＤカメラ
　３０　　マイクロコンピュータ
　４０　　操舵角センサ
　４１　　車速センサ
　４２　　駐車開始スイッチ
　５０　　自車（自動車）
　５２　　駐車枠
　５１ａ、５１ｂ　白線
　６０、６１、６２、６３　　直線
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